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国際裁判管轄法制部会資料 １０

平成２０年１２月１９日

社団・財団関係の訴えの類型

〔社団・財団関係の訴えの相関図〕

社 団・財 団

「イ」
１(1) 「ロ」 「ハ」

１(3) １(4)

２(1)
社 員 役 員 発起人・検査役

「イ」 「ニ」
１(2) １(5)

２(2) ２(3)

社 員 債権者 役 員

（注）

実線の矢印が法第５条第８号の訴えを示し（矢印の始点が原告，終点が被告），「イ」

ないし「ニ」の表記は法第５条第８号の各規定に対応する。破線は，社団・財団関係

に関する他の類型の訴えを示す。
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１ 法第５条第８号の規定に含まれる訴え

（注）以下，会社法に規定された請求を取り上げることとし，特に断らない限り，条文

は会社法を指すものとする。

(1) 社団から社員又は社員であった者に対する訴え（イ）

(ⅰ) 会社法に管轄の規定がない請求

ａ 株主が割当てを受けた新株予約権に係る払込請求（第２４６条第１項，第２

４１条第１項，第２３８条第１項第３号）

ｂ 不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた株主に対する公正な価額等の支

払請求（第２８５条第１項）

ｃ 持分会社の社員の地位確認請求

ｄ 持分会社による，社員に対する，出資懈怠等に基づく損害賠償請求（第５８

２条第１項，第２項）

ｅ 持分会社による，業務執行社員に対する，競業差止請求（第５９４条第１項）

ｆ 持分会社による，業務執行社員に対する，任務懈怠に基づく損害賠償請求（第

５９６条）

ｇ 合同会社による，制限に違反して利益配当を行った業務執行社員及び同配当

を受けた社員に対する，配当相当額の連帯支払請求（第６２９条第１項）

ｈ 合同会社による，利益配当を行った業務執行社員及び同配当を受けた社員に

対する，欠損が生じた場合の欠損額の連帯支払請求（第６３１条第１項）

ｉ 合同会社による，制限に違反して出資の払戻しを行った業務執行社員及びそ

の払戻しを受けた社員に対する，払戻相当額の連帯支払請求（第６３３条第１

項）

ｊ 合同会社による，制限に違反して持分の払戻しを行った業務執行社員及びそ

の払戻しを受けた社員に対する，払戻相当額の連帯支払請求（第６３６条第１

項）

ｋ 清算持分会社による，出資の一部又は全部を履行していない社員に対する，

出資履行請求（第６６３条）

(ⅱ) 会社法に専属管轄の規定がある訴え

ａ 持分会社による，社員に対する除名の訴え（第８５９条）

ｂ 持分会社による，業務執行社員に対する業務執行権又は代表権の消滅の訴え

（第８６０条）
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(2) 社員から社員又は社員であった者に対する訴え（イ）

いずれも会社法に管轄の規定はない。

ａ 制限に違反して利益配当を行った業務執行社員による，配当を受けた社員に

対する求償請求（第６３０条第１項参照）

ｂ 制限に違反して出資の払戻しを行った業務執行社員による，出資の払戻しを

受けた社員に対する求償請求（第６３４条第１項参照）

ｃ 持分会社の社員相互間の持分譲渡に関する請求（第５８５条第１項）

ｄ 持分会社の社員間の競業避止に関する請求（第５９４条第１項）

(3) 社団又は財団から役員又は役員であった者に対する訴え（ロ）

(ⅰ) 会社法に管轄の規定がない訴え

清算持分会社による，清算人に対する，任務懈怠に基づく損害賠償請求（第

６５２条）

(ⅱ) 会社法に専属管轄の規定がある訴え

ａ 株式会社による，設立時取締役に対する（発起人と連帯），現物出資財産等に

著しく不足があった場合の不足額の支払請求（第５２条第１項，第８４８条）

ｂ 株式会社による，設立時取締役及び設立時監査役（発起人も連帯）に対する，

任務懈怠に基づく損害賠償請求（第５３条第１項，第８４８条）

ｃ 株式会社による，株主の権利の行使に関する利益供与に関与した取締役に対

する，利益相当額の連帯支払請求（第１２０条第４項，第８４８条）

ｄ 株式会社による，業務執行取締役等に対する，募集株式の引受人から出資さ

れた財産等の価額が不足する場合の不足額の支払請求（第２１３条第１項，第

２１２条第１項第２号，第８４８条）

ｅ 株式会社による，業務執行取締役等に対する，新株予約権発行に際して出資

された財産等の価額が不足する場合の不足額の支払請求（第２８６条第１項，

第２８５条第１項第３号，第８４８条）

ｆ 株式会社による，取締役等に対する，任務懈怠に基づく責任追及（第４２３

条第１項，８４８条）

ｇ 株式会社による，分配可能額を超過する剰余金配当等を行った業務執行取締

役等に対する，金銭支払請求（第４６２条第１項，第８４８条）

ｈ 株式会社による，業務執行者（取締役又は執行役）に対する，反対株主の株

式買取請求によって株式会社が株主に支払った額が分配可能額を超過する場合

の超過額の連帯支払請求（第４６４条第１項）

ｉ 株式会社による，業務執行者（取締役又は執行役）に対する，株式の買取り

等によって株式会社が支払った額が分配可能額を超過する場合の超過額の連帯
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支払請求（第４６５条第１項）

ｊ 清算株式会社による，清算人に対する，任務懈怠に基づく損害賠償請求（第

４８６条第１項，第８４８条）

ｋ 清算株式会社による，取締役等に対する責任免除取消しの訴え（第５４４条

第１項，第２項，第８５７条）

ｌ 清算株式会社による，取締役等に対する，責任査定決定に対する異議の訴え

（第８５８条第１項）

(4) 会社から発起人又は発起人であった者，検査役又は検査役であった者に対する

訴え（ハ）

(ⅰ) 会社法に管轄の規定がない訴え

検査役の任務懈怠による損害賠償請求の訴え

(ⅱ) 会社法に専属管轄の規定がある訴え

ａ 株式会社による，発起人に対する，出資の履行請求（第３４条第１項）

ｂ 株式会社による，発起人に対する（設立時取締役と連帯），現物出資財産等に

著しく不足があった場合の不足額の支払請求（第５２条第１項，第８４８条）

ｃ 株式会社による，発起人に対する（設立時取締役及び設立時監査役と連帯），

任務懈怠に基づく損害賠償請求（第５３条第１項，第８４８条）

(5) 社団の債権者から社員又は社員であった者に対する訴え（ニ）

いずれも会社法に管轄の規定はない。

ａ 持分会社の債権者による，社員に対する，持分会社が債務を完済できない場

合等における持分会社の債務の連帯履行請求（第５８０条第１項，第２項）

ｂ 持分会社の債権者による，元社員に対する，持分譲渡登記前の会社債務の履

行請求（第５８６条第１項）

ｃ 合資会社又は合同会社と取引をした者による，有限責任社員に対する，無限

責任社員であると誤認をさせる行為等をしたことによる責任追及（第５８８条

第１項，第２項）

ｄ 損害を被った第三者による，業務を執行する有限責任社員に対する，悪意又

は重過失があった場合の損害賠償請求（第５９７条）

ｅ 持分会社の債権者による，退社した社員に対する，退社登記前の責任の限度

での会社債務の履行請求（第６１２条第１項）

２ 法第５条第８号の規定に含まれないが社団・財団に関する訴え
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(1) 社員から役員に対する訴え

(ⅰ) 会社法に管轄の規定がない訴え

ａ 株主による，取締役に対する，法令に違反する行為等の差止請求（第３６０

条第１項）

ｂ 株主による，執行役に対する，法令に違反する行為等の差止請求（第４２２

条第１項）

（参考）上記各請求については，社団の役員に対する訴えとして民事訴訟法第５条第

８号ロの管轄が認められるが，代表訴訟の規定を類推適用して本店所在地の専

属管轄とすることについては，否定的な見解が有力であるとされている（江頭

憲治郎『株式会社法（第２版）』４５７頁）

(ⅱ) 会社法に専属管轄の規定がある訴え

ａ 株主による，取締役等に対する責任追及の訴え（株主代表訴訟，第８４７条

第３項，第５項，第８４８条）

ｂ 株主による，取締役等及び会社に対する，取締役等の解任の訴え（第８５４

条第１項，第８５６条）

(2) 社団の債権者から役員（又は発起人）に対する訴え

いずれも会社法に管轄の規定はない。

ａ 損害を被った第三者による，設立時取締役及び設立時監査役（発起人も連帯）

に対する，悪意又は重過失があった場合の損害賠償請求（第５３条第２項，第

５４条）

ｂ 損害を被った第三者による，株式会社の取締役等に対する，悪意又は重過失

があった場合の損害賠償請求（第４２９条，第４３０条）

ｃ 損害を被った第三者による，株式会社の清算人等に対する，悪意又は重過失

があった場合の損害賠償請求（第４８７条，第４８８条）

ｄ 損害を被った第三者による，持分会社の清算人に対する，悪意又は重過失が

あった場合の損害賠償請求（第６５３条）

(3) 役員から役員に対する訴え

いずれも会社法に管轄の規定はない。

ａ 監査役による，取締役に対する，法令に違反する行為等の差止請求（会社法

第３８５条第１項）

ｂ 監査委員による，執行役又は取締役に対する，法令に違反する行為等の差止

請求（同法第４０７条）

（参考）旧商法第２７５条の２（監査役の違法行為差止請求権）については，明文の
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規定がないため本店所在地を管轄する裁判所の専属管轄とすることはできない

が，社団から役員に対する訴えとして，民事訴訟法第５条第８号により会社の

本店所在地の裁判所の管轄を認めるべきとされていた（上柳克郎ほか編『新版

注釈会社法(6)』４６２頁）。


